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第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、浦安市における行政運営の基本原則を明らかにするとと

もに、行政運営に関する基本的な事項を定めることにより、市民の信頼に応

え、浦安市まちづくり基本条例（令和４年条例第３号）に基づく、総合的か

つ計画的な行政運営を確立することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、浦安市まちづくり基本条例の例によ

る。 

第２章 行政運営の基本原則 

第３条 浦安市における行政運営の基本原則は、次のとおりとする。 

(1) 総合的な政策推進の原則 市は、総合計画に基づき、行政改革、財政運

営、政策法務、行政評価等を相互に連動させながら将来にわたって持続可

能な行政運営を行う。 

(2) 参加と連携協力の原則 市は、市民の様々な取組を補完し、行政運営へ

の参加の機会の確保に努め、市民と適切な役割分担の下、連携協力して行

政運営を行う。 

(3) 権利利益の保護の原則 市は、行政運営の公正の確保と透明性の向上を

図ることにより、市民の権利利益を保護するよう、行政運営を行う。 

第３章 行政運営の基本方針 

（総合計画） 



第４条 市長は、総合的かつ計画的な行政運営を行うため、広く市民の参加を

求め、総合計画を策定する。 

２ 市長は、総合計画を踏まえ、毎年度行政運営に関する方針を市民に明らか

にする。 

３ 市は、総合計画の進行管理を適切に行うとともに、その結果を市民に分か

りやすく公表する。 

４ 市は、各分野の計画の策定に当たっては、総合計画との整合性を図る。 

（行政改革） 

第５条 市は、行政運営に当たっては、最少の経費で最大の効果を挙げるとと

もに、より質の高い行政サービスを提供するため、行政資源を最適に活用す

る。 

（財政運営） 

第６条 市は、中長期的な視野に立ち、財源の確保及びその効果的かつ効率的

な活用を図り、持続可能で健全な財政運営を行う。 

２ 市長は、予算及び決算その他の財政状況を市民に分かりやすく公表する。 

３ 前２項に定めるもののほか、財政運営に関する事項は、別に条例で定める。 

（政策法務） 

第７条 市は、政策等の立案及び行政課題の解決に当たっては、法令を主体的

に解釈し、運用するとともに、条例等を積極的に制定するなど、その活用を

図る。 

（行政評価） 

第８条 市は、効果的かつ効率的な行政運営を行うため、行政評価を実施し、

その結果を施策や事業、予算編成、組織編成等に反映する。 

２ 市は、行政評価に当たっては、市民等が参加できるよう努めるとともに、

その結果を市民に分かりやすく公表する。 

３ 前２項に定めるもののほか、行政評価に関する事項は、別に条例で定める。 

（危機管理） 

第９条 市は、市民や関係機関と連携協力して、災害等に事前に備えるととも

に、災害等の発生時に的確に対応するための体制を整備する。 

２ 前項に定めるもののほか、災害等の対応に関する事項は、別に条例で定め



る。 

（組織編成） 

第１０条 市は、社会経済情勢の変化に的確に対応した効率的かつ機能的で、

市民に分かりやすい組織体制を整備する。 

２ 市は、課題解決のため、相互に連絡を緊密にし、必要に応じて組織の横断

的な連携を図る。 

（参加） 

第１１条 市は、課題の発見並びに政策等の形成、実施及び評価の行政運営の

一連の過程において市民の参加が図られるよう、その機会の確保に努める。 

２ 前項に定めるもののほか、行政運営への参加に関する事項は、別に条例で

定める。 

（行政手続） 

第１２条 市は、浦安市行政手続条例（平成８年条例第１号）その他の行政手

続に関する法令の定めるところにより、処分、届出、行政指導に関する手続

及び規則等を定める手続を適正に行う。 

（法令遵守） 

第１３条 市は、公正な行政運営を行うため、法令等を遵守するとともに、法

令等を遵守するための体制を整備する。 

（個人情報の保護） 

第１４条 市は、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）で定め

るところにより、個人情報の収集、利用、提供及び管理を適正に行う。 

（令４条例34・一部改正） 

（説明責任） 

第１５条 市は、行政運営に関することについて、適切な方法により市民に分

かりやすく説明するとともに、市民からの意見、要望等の内容に応じて迅速

かつ適切に対応する。 

（情報公開） 

第１６条 市は、浦安市情報公開条例（平成13年条例第３号）で定めるところ

により、公文書の管理及び開示を適正に行う。 

第４章 市及び職員の責務 



（市の責務） 

第１７条 市は、自らの判断と責任において、公正かつ誠実に行政運営に当た

らなければならない。 

２ 市は、この条例に定める事項を実現するため、条例等の制定その他の必要

な措置を講じなければならない。 

（職員の責務） 

第１８条 職員は、市民全体の奉仕者であることを自覚し、法令等を遵守し、

公正かつ誠実に職務を遂行しなければならない。 

２ 職員は、職務の遂行に必要な能力の向上に努めなければならない。 

第５章 広域連携 

第１９条 市は、課題解決の必要に応じて、千葉県及び国と対等な立場で適切

な役割分担の下、連携協力するとともに、積極的に意見、要望等を述べる。 

２ 市は、相互に共通する課題又は広域的な課題を解決するため、他の市区町

村と連携協力する。 

附 則 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年12月21日条例第34号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

 


